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米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、米子市水道局（以下「局」という。）が行う水質管理業務における広域検査受託の更な

る拡大に向け、検査結果のデータベース化及び入力集計作業の半自動化により、事務の効率化及び正確

性の向上を図るための水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務の受託者を企画提案方式に

より決定するに当たり、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務 

(2) 業務内容 

① 水質検査結果管理用システムの導入業務 

② 水質検査結果管理用システムの運用保守業務 

※詳細は、別紙仕様書のとおり 

 (3) 履行期間 

  ①水質検査結果管理用システム導入業務 

契約締結日から令和７年３月３１日 

   ②水質検査結果管理用システム運用保守業務 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日 

 (4) 提案上限額 

金 ９，１０２，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※提案上限額は、契約時の予定価格を示すものでなく、事業の規模を示すものであり、この金

額を超えて提案することはできない。 

【内訳】 

①水質検査結果管理用システム導入業務 

５，８９２，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

②水質検査結果管理用システム運用保守業務 

  ３，２１０，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）（５か年分） 

保守料の１／５を年度ごとに支払い予定とします。 

 ３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、令和６年９月１日において、次に掲げる要件を全て満たし、契約

期間において確実に業務を遂行する能力を有する者とする。また、参加事業者が当該契約日までに備え

るべき要件を欠く事態が生じた場合は、失格とする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 
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(3) 米子市物品の売買等に係る指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成 26 年 4 月 1 日制定）

第 3条の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

(4)次に掲げる徴収金の滞納がないこと。 

   ア 市税その他の本市の徴収金並びに水道料金 

   イ 消費税及び地方消費税 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）でないこと。 

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこ

と。 

(7) 令和６年度～令和９年度 米子市物品・役務等入札参加資格者名簿に登録されていること。た

だし、４(3)「参加申込書の提出」に定める書類を提出し、その内容の審査を受けて資格を有す

ることが認められたときは、この限りではない。 

 (8) 本業務の資格管理者は、水質検査を実施する地方公共団体・民間企業等に対するパッケージシ

ステムの導入に携わった経験を５件以上有し、そのうち１件以上についてプロジェクト管理者又

はそれに相当する役割として携わっていること。 

(9)  本業務における作業担当者は、環境計量士等の水質検査に関する資格又は局がそれと同等と認め

る知識を有し、水質検査を実施する地方公共団体・民間企業等に対するパッケージシステムの導

入に携わった経験を有する者を１名以上配置すること。 

 

４  プロポーザル実施の手続き 

(1)  実施スケジュール 曜日確認済み 

①  公告・・・・・・・・・・・・令和６年 ９月２７日（金） 

②  参加申込書の提出期限・・・・令和６年１０月 ７日（月）午後４時必着 

③  質問受付期限・・・・・・・・令和６年１０月１１日（金）午後４時必着 

④  質問に対する回答期限・・・・令和６年１０月１５日（火） 

⑤  企画提案書の受付期間・・・・令和６年１０月１８日（金）～令和６年１０月２５日（金） 

⑥  プレゼンテーション・・・・・令和６年１０月３０日（水）予定 

⑦  審査結果の通知・公表・・・・令和６年１１月 ７日（木）予定 

(2) 質疑・回答 

プロポーザル方式に参加するに当たり質問事項がある場合は、下記のとおり行うこと。 

①  受付期限：令和６年１０月１１日（金）午後４時 

  ②  提出方法：質問書（様式第５号）をＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。  

 ③  回答期限：令和６年１０月１５日（火）  

④  回答方法：質問書に記載されたメールアドレス宛に回答する。 

※質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、米子市水道局ホームページにおい

て公表する。 

なお、軽易な事項については、個別回答することがある。 
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(3) 参加申込書の提出 

① 提出期限：令和６年１０月７日（月）午後４時必着 

       ※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

②  申込方法：提出書類各 1部を持参又は郵送 

③ 提出書類： 

ア 参加申込書（様式第１号） 

    イ  水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務実績調書（様式第２号） 

     ウ 市税等納付確認同意書（様式第３号） 

エ 役員等調書兼照会承諾書（様式第４号） 

オ 消費税及び地方消費税の納税証明書（入札参加申込み日前１年間に法定納期限の到来し

た消費税及び地方消費税の納税証明書。ただし、入札参加申込み日前３か月以内に発行され

たものに限る。） 

カ 商業登記簿の登記事項証明書（入札参加申込み日前３か月以内に発行されたものに限る。）

又はその写し 

キ ３参加資格要件(8)(9)について該当することを証する書類の写し 

    ※ウ、エ、オ及びカに掲げる書類については、米子市の入札参加資格有資格者として登録され

ている場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。  

  ④  提出場所：米子市水道局総務課契約管財担当 

(4) 参加資格審査結果通知 

   提出された参加申込書を審査した結果、参加資格を満たすと認められた場合は、その旨を書面

により通知する。また、参加資格を満たさないと認めた場合には、その理由を記載し、書面によ

り通知する。 

(5) 企画提案書の提出 

審査の結果、参加資格があると認められた者は、仕様書及び以下の①～③に基づいて企画提案書

を作成し、持参（平日の９時～１６時まで）又は郵送により提出すること。 

① 提出期限：令和６年１０月２５日（金）午後４時必着 

※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

② 提出場所：米子市水道局総務課契約管財担当 

③ 企画提案書の用紙は、原則としてＡ４判用紙を使用することとし、Ａ３判用紙を使用する 

     場合には、片袖折でＡ４判サイズに織り込むこと。 

(6)  企画提案書記載事項 

 ① 表題「米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務」及び提案者名を記載

した表紙をつけること。 

  ② 事業全体に関する基本方針 

  ③ 事業推進体制及び実施スケジュール 

④ 水質検査結果管理用システム導入業務 

ア 作業の実施内容 

イ システムの業務要件 
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ウ システムの機能要件 

エ その他の提案、アピールポイント等（その他オプション等がある場合については、可能であ

れば参考価格を記入してください。） 

⑤ 水質検査結果管理用システム運用保守業務 

ア システム利用可能時間、障害時の対応、レスポンス保証 

イ システム稼働後の運用支援、システム保守・バージョンアップ等 

ウ その他の提案、アピールポイント等 

⑥ 提出部数：６部（正本 1部：代表者印押印、副本５部：押印不要) 

 (7) 機能要件確認一覧表の提出 

企画提案書と併せて提出すること。 

① 機能要件確認一覧表（様式第７号） 

② 提出部数 ２部 

(8)  見積書の提出 

企画提案書と併せて提出すること。 

  見積書（様式第６号）１部 

見積書には、「米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務」及び仕様書

第１章５(4)に示す入札予定件数及び仕様書第３章を踏まえて、「米子市水道局水質検査結果管

理用システム導入及び運用保守業務に係る金額（令和７年度から１年間（１２月））」を記載する

こと。 

  (9) 企画提案書等提出書類の取扱い 

① 提出期限後は、変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。 

② 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

③ 提出書類は、米子市情報公開条例（平成 17 年 3 月 31 日施行）に基づく公文書開示請求の対

象となる。 

④ 提出書類の文章は横書きとし、文字サイズは１０ポイント以上とする。文字等の色指定はな

い。図表については、この限りではない。 

⑤ 提出書類の作成及び提出に係る費用等、プロポーザル参加に要する費用はすべて参加者の負

担とする。 

⑥ 提出書類に使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律５１号）に定める単位とする。 

⑦ 提出書類の記載事項は、局職員が補足説明を要せず理解できるよう明確かつ具体的に記述す

ること。 

⑧ 専門用語、造語、略語は一般の用語を用い、初出の箇所に定義を記述するか用語集を別途添付

すること。 

⑨ 提出書類に含まれる著作物の著作権は参加者に帰属する。なお、審査等を行う作業に必要なと

きは、全部又は一部の複製を行い使用できるものとする。 
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５ プレゼンテーション 

(1) 実施日時・場所：令和６年１０月３０日（水）予定 

※ 時間及び会場については、別途通知する。 

(2) 実施時間：６０分以内 

（提案説明(デモンストレーションを含む)５０分以内、ヒアリング１０分以内） 

※提案説明とデモンストレーションの時間配分の指定はありません。 

(3) 出 席 者：５名以内 

(4) その他 

①企画提案書に基づいた内容とし、追加での提案説明や資料配布は認めない。 

②会場には、スクリーン及びプロジェクター（HDMI ケーブル）のみ局が準備する。 

③Web会議形式での実施も可能とするが、会場で対応する者を少なくとも１名配置すること。 

  ④Web会議形式で実施することにより必要となる機材は参加者が準備すること。 

 

６ 選定方法及び審査基準 

(1) 選定方法 

① 参加申込時の提出資料、企画提案書、機能要件確認一覧表、見積金額、プレゼンテーション及び

ヒアリングにより提案内容を評価し、その内容について、次に掲げる審査基準に基づき、選定委員

がそれぞれ審査を行い、評価点数の合計が最も高い者を受託候補者として選定する。 

  ただし、審査基準点に満たない場合は、受託候補者として選定する「候補者なし」とする。 

② 最高点の者が複数の場合は、見積書の金額が最も安価な者を受託候補者として選定する。なお、

金額も同額の場合は、当該者は、当初見積書の金額の範囲内で見積書を再作成し、再提出された価

格提案書の金額が最も安価な者を受託交渉者として選定する。 

(2) 審査基準 

別表「米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務審査基準」によるもの 

とする。 

(3) その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

① 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

③ 見積書の金額が２(4)の提案上限額を超える場合 

④ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤ 評価に係る選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合 

⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

７ 選定結果の通知・公表 

通知・公表日：令和６年１１月７日（木）予定 

受託候補者選定後、参加者全員に選定結果を通知する。また、受託候補者の名称、総合点について

米子市水道局ホームページに公表する。 
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   審査内容に対する問い合わせには、応じないものとする。 

 

８ 契約手続 

(1) 受託候補者に選定された者と米子市水道局水質検査結果管理用システム導入及び運用保守業務の

契約交渉を行い、契約を締結するものとする。 

(2)  仕様書及び提案を受けた内容等については、局と受託候補者との協議により、本業務目的達成の

ために修正すべき事項があると局が判断した場合は、項目の追加、変更又は削除、見積金額等の変更

をすることがある。 

(3) 契約交渉が成立しない場合は、次点の者と契約交渉を行う。 

(4)  契約金額は消費税及び地方消費税を含む金額とする。 

 

９ その他留意事項 

(1) やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止す

ることがある。この場合において、本プロポーザルに要した経費を局に請求することはできない。 

(2) プレゼンテーション前であれば、辞退届（様式第８号）を提出することにより、参加を辞退する

ことができる。 

(3) 参加者が１者以上あるときは、プレゼンテーションを行う。 

(4) 本要領に定めのない事項については、協議の上決定する。 

(5) 令和６年１１月１日以降は組織統合により米子市上下水道局となるため、米子市水道局と記載さ

れているものは全て米子市上下水道局と読み替える。 

 

１０ 担当部署及び問合せ先 

〒６８３－０００８ 鳥取県米子市車尾南二丁目８－１ 

米子市水道局総務課契約管財担当 

電話：０８５９－３２－６１１９ 

FAX ：０８５９－２３－３５３０ 

電子メール：suido-keiyaku@city.yonago.lg.jp  


